
 
 

令和８年 4 月 江戸川区 

 

Ｑ.どのような制度ですか？ 

Ａ.新耐震基準の住宅の耐震改修工事を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。 

 

Ｑ.助成を受けるための要件(条件)はありますか？ 

Ａ.「対象住宅」「申請者」それぞれに要件があります。 

対象住宅の要件 …以下の全てを満たす必要があります。 

① 過去に江戸川区新耐震戸建住宅耐震改修設計等助成事業の助成を受けていること 

  ② 過去に国もしくは地方公共団体の助成制度を利用した耐震改修工事が 

実施されたことがないこと 

  申請者の要件 …以下の全てを満たす必要があります。 

 ① 対象住宅の所有者又は居住者であること 

 ② 対象住宅の耐震改修工事を行うことについて、 

住宅の所有者･共有者及び居住者の全員の同意を得ていること 

  ③ 居住者が申請者となる場合は、住民票上の住所が江戸川区内にあること 

  ④ 耐震改修工事の費用を負担する者であること 

  ⑤ 売却等の目的で耐震改修設計等を行うものではないこと 

  ⑥ 住民税を滞納していないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.もらえる助成金はいくらですか？ 

A.助成金の交付額は、「助成対象経費」に「助成率」を乗じた額(千円未満切捨て)です。 

 ただし、150 万円または 200 万円の「上限額」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新耐震戸建住宅耐震改修工事助成事業のご案内 

安い方の額 

助成金交付額 

 

上限額 

150 万円 or 200 万円 

助成対象経費 × ＝ 
助成率 

1/2 or 2/3 

＜非賃貸住宅＞ 

非課税(※)         

課税        

＜賃貸住宅＞ 

借家  

アパート 

上限額 
200 万円 

150 万円 

 

150 万円 

200 万円 

助成率 
2/3 

1/2 

 

1/2 

1/2 

(※)非課税の判定基準 

・居住者がいる場合は、 

居住者全員が 

住民税非課税であること 

・居住者がない場合は、 

住宅の所有者全員が 

住民税非課税であること 

 

(千円未満切捨て) 

H12.6~ 

増築 

時期不詳 

増築 

 

39,900 円 × 延床面積㎡ 

★H12.6~の増改築部分がある場合、 対象部分 の費用のみが助成対象経費となります。 

 

また、 面積限度額 も減額されます。 

 

 

 

  

この他にも、助成対象経費が減額される 

場合があります。 

 

詳細についてはお問い合わせください。 

対象部分 

面積限度額 基礎･柱･梁･耐力壁･筋交いの補強工事 

軽量化のための屋根の葺き替え工事 
床面の剛性を高める工事 

各工事に不可欠な付帯工事(解体･復旧等) 

工事費用 

木造 39,900 円 × 対象部分㎡ 



 

Ｑ.手続きの流れは？ 

Ａ.以下のとおりです。 

 会計年度の都合上、各段階に締め切りを設けています。事前相談時にご確認ください。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ.提出書類は？ 

Ａ.以下のとおりです。 

 

ホームページ

提出書類 

 

申 請 フ ォ ー ム 

  

申 請 書 類 
  

変 更 届 
  

辞 退 届 
 

 

実 績 報 告 
  

助成金請求 
   

本年度より電子申請（ロゴフォーム）が始まりました。 

押印等、簡略化がされています。是非電子申請をご利用下さい。 
 

※「本人確認書類」と「押印」について 

助成申請の際に本人確認が必要となります。 

本人確認書類は官公署が発行した有効期限内の写真付き証明書に限ります。 

  （例）マイナンバーカード、運転免許証等 

また、電子申請を除き助成申請書、変更届／辞退届、実績報告書、助成請求書の全てで申請者の

押印が必要です。押印する印鑑（シャチハタ不可）は同じものを使用して下さい。一度受理した 

助成申請書は本人であっても直ちに開示することは出来ません。 

押印した印鑑をご自身で管理して下さい。 

  本人確認書類 

押印 
  原本 写し 

  申請者

本人 

代理人 申請者

本人 

代理人 

電子 

連絡窓口:申請者   〇   

連絡窓口:申請者以外   〇 〇 

（※） 

 

郵送 
申請者   〇  〇 

代理人    〇 〇 

窓口 
来庁者:申請者 〇    〇 

来庁者:代理人  〇   〇 

〇：必要 

※：申請後の手続きを委任する場合 

助成申請書及び添付書類を揃えて、建築指導課耐震化促進係へ 

ご相談ください。 

なお、診断・設計助成後、変更点が無ければ事前相談は不要です。 

 

事前相談 

業者を選ぶ 
耐震改修工事を依頼する施工業者を決めてください。 

区が業者を指定することはありません。 

なお、この段階ではまだ正式な契約はしません。 

決定通知前に契約又は実施した場合、助成対象外となります。 

申請内容を審査の上、助成可否を決定し通知します。 

申請から決定通知まで、約２週間(※)かかります。 
(※)状況によっては、これ以上の日数がかかることもあります。 

助成申請 
助成申請書及び添付書類をご提出ください。 

提出書類の詳細は、次ページをご参照ください。 

助成決定通知 

契約･実施 
助成決定通知の後、施工業者と正式に契約し、 

耐震改修工事を実施してください。工事内容に変更が生じる

場合は、事前に「変更届」を提出し承認を受けてください。 

実績報告 
耐震改修工事が完了したら、 

速やかに実績報告書及び添付書類をご提出ください。 

提出書類の詳細は、次ページをご参照ください。 

交付額確定通知 
報告内容を審査の上、交付額を確定し通知します。 

報告から確定通知まで、約２週間(※)かかります。 
(※)状況によっては、これ以上の日数がかかることもあります。 

 

助成金請求 
 助成金請求書をご提出ください。 

 助成金の受取人を施工業者にすることもできます。 

助成金交付 
 助成金請求書に基づき、ご指定の口座に振り込みます。 

 請求書提出から振込まで、約２週間かかります。 
＜問合せ先＞ 

江戸川区 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係 

〒132-8501 江戸川区中央 1-4-1 電話 03-5662-6389（直通） 

 


